
憲法九条の輝きと基地問題 
   ー 砂川 恵庭 長沼 そして沖縄 ー 

「あたらしい憲法のはなし」 憲法は押し付けられたものでは無い 
 

法治国家崩壊 最高裁「統治行為論」を糾弾する 
 

憲法九条裁判闘争史 砂川基地闘争は如何に闘われたか 
 

北海道に於ける基地闘争 恵庭事件 長沼ナイキ基地 矢臼別軍事演習 
 

辺野古新基地 普天間基地代替ではない 朝鮮有事軍事同盟  

「月寒九条の会」第9回例会 『憲法九条と基地問題』を語る集い  





1946年8月8月24日衆議院本会議可決 11月3日公布 
 
国の仕事のやり方を決める 国際平和主義 民主主義 主権在民  
 
憲法9条：  
 吉田茂首相“自衛権についてのお尋ねであります。戦争放棄に関
する本案の規定は、直接には自衛権を否定してはおりませんが…
自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものでありま
す。“ 
 金森徳次郎憲法担当大臣“この憲法は、…いわば捨身になって世
界の平和を叫ぶという態度を取った次第であります” 
 芦田均委員長“「国際平和を希求し」という言葉を両方の文節に書
くべきなのですが、そのような繰り返しを避けるために「前項の目的
を達するため」という言葉を書くことになります。つまり両方の 文節
でも日本国民の世界平和に貢献したいという願望を表わすものとし
て意図されているのです” 
 



日本国憲法  
第2章 戦争の放棄 
 

第9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認 

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に
希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力
の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれ
を放棄する 
②前条の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ
れを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 





「砂川判決を生かす会」 
 

砂川裁判 最高裁判決の失効 
 憲法37条（公平な裁判を受け
る権利の侵害 
 

東京地裁・差戻し審は誤審 
免訴を求める再審請求 
 
検察意見書：請求棄却 
 
 





田中耕太郎最高裁長官の信念 
国際平和主義のために、裁判所も日本政府
も超えて、国際的使命を果たそうとした。 

左翼的暴力支配の脅威に晒されている現状
で平和と民主主義を守る為の行動 
 

小谷裁判官少数意見 
「…世界情勢は、変転極まりなく、国の権力

にも変遷推移あることに想到すれば、国の基
本法たる憲法の護持擁護は不抜のものでな
くてはならない…平和の維持と基本的人権

の擁護のため、違憲審査権の健在を祈って
やまない…」 
 

安保条約への波及 
安保条約3条（防衛力の維持・発展） 
      5条（武力攻撃への日米共同対処） 
「憲法上の規定に従う事を条件として」 

 



米軍駐留は「憲法違反」 
 

日米安保条約と米軍基地特権 
 
植民地化反対と軍政 
 
ベトナム戦争と日本 
 
闇の中の核持ち込み 
 
原潜放射能漏れ 
 

米兵犯罪を放任する裁判権放
棄密約 







 

青年法律家協会（1954年4月24日創立） 

高価な代償を払って獲得した平和と民主主
義が、再軍備が現実の議論となり、それに関
連して思想・言論・集会・結社の自由、団体活
動の自由が否定し去られようとしている。この
まま自由と人権が失われると再びあの暗い時
代が来る。法律家はその職能を通じてこの憲
法を擁護する権利と義務がある。青年法律家
協会はこのような趣旨で全国の若い法律家が
集まって平和と民主主義を守る会である。 
 
規約3条（目的） 

本会は憲法を擁護し、平和と民主主義を守る
ことを目的とする 

 
下澤悦夫（司法研修所第18期） 
憲法第九条をめぐる裁判の歴史 





 

    軍事基地は殺掠の拠点 世界中から一日も早く撤去させましょう 







保安林指定解除 
 
平賀書簡問題 
 
平和的生存権 
 
自衛力論 軍事力に寄らない自衛 
 
自衛隊に対する実態審理 
 
源田実参議員証言「米軍を守る」 
 










